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東京'iiカ繍島第一原子力発電所の倣射能漏連事故の

早急な対策後求める緊急要語

地域住民l，謡島第一員養子力発電所家主主双葉の兆しがいつまでも見えないこ;t

とから、日ごとに恐怖や不安と奮しみを増し続It、獲には怒りとなっており渓

す。

』表Ijも早〈信頼できる署長故収束への道筋を承ずみともに、撒き散もじた放射

性物質による被iまく後少しでも回避するため、放射性物質に汚染された勝繁物

の処理と除染などについて‘目撃ちに対策を講ずるよう強主要請します。、

1 側溝の土砂・汚泥の処潔

災害防止や児窓・集後の通学時の被ぱくをで寄る限切抑えるためにも、

保:IJ溝等の溝橋が必裂になっているが、土砂・汚泥の一時保管場所が確保で

きず実施できない状況にある。

零急に最終処分がま在意ちとなるまでの一時保管場所の確保と経終処分施

設を薙保すること。

宗 主主木の処理 

1と同様に除績が必要となっているが‘焼却処理をした場合の環境への

影響が不明のため焼却処理は見合わせ、 E主たミ一時保管場所も確像できな

いことから除擦ができない状況にある。

筆木についても緊急!こ最終処分までの紘綾を篠保す'るニと。 J 

3 仮設住宅のごみ事長潔

安違地方之市 1村でi之、避難者の仮設俊司喜久 239戸を受入れ、ごみ

処理についても施設能力を超えるごみ最!こなる状況が推謝されるが、被災

の状況を十分考織し、点検期間を短縮するなどにより緊急的に受け入れ処

理をすることとした。

今後、線設の放灘署撃の不異合により処理できなくなる事態も十分譲言えら

れることから、箆liび獲において、広滅的な処濯ができる体制の翻殺を磁

ること。
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4 ごみ処理施設の新設

放射f生物質!こより汚染された災害獲禁物を含む大規模災饗時の溌薬物

を安さをに処理できる焼却処理競設及び最終処分施設を恩lJl.び濃の責任に

おいて…刻も累〈建設すること。

与 量豊後管理対策

有効な被iまく対策を講じるために、乳幼児・児叢� J綬婦等を最短先に住

民の'"…ルボディカウンターによる内部被iまく線量調驚を実践するとと

もに、継続的な健康管理を行うことり� 

6 モニタリングポストの早期設霊堂

放射性物質の影響を受けている市町村に対して、� 24待問E卸売すること

のできるモニタリングポスト安息急iこ設置すること。� 

γ 事故:1悠の続殺化

東京電力及び簡の事故貨伝を明確なものとし、原発家紋I二よる放射能対

策に要した会ての費用については、地方自治体の負担とならないよう奈家

電力の賠償法たは箆の負担とすること。� 

8 除染対策毒事

放射能で汚染された住宅とその敷地をはじめ、会ての土地や建物及び道

路建撃の公共強ま誌の除染について、閣が責任を持って行うこと。

また、市町村が行っている廃援物処理において放射性物質が後出港れた

路設等にi泳、放射襲撃に関する専門的知織を有する職員及び作業従務者を派

遣すること勿


